
気
象
業
務
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

気
象
庁
が
行
う
地
震
動
及
び
火
山
現
象
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
の
種
類
及
び
内
容
を
定

め
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
二

気
象
庁
が
行
う
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
の
内
容
に
火
山
現
象
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
三

地
象
の
警
報
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
ご
と
に
警
報
の
通
知
先
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則
関
係

一

こ
の
政
令
は
、
気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

国
土
交
通
省
組
織
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


